
 

 

 

令和２年１１月１０日 

総 務 部 総 務 課 

 

 

専決処分の承認（特別職の給料改定等に伴う関係条例の一部改正について） 

 

 

１ 改正条例 

（１）世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

（２）世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

（３）世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 
 

２ 改正主旨 

  副区長３人制の実施に伴い、新たに生じる人件費を抑制するため、区長、副区長、常勤の監査

委員及び教育長の給料月額を改定する。 

なお、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

７９条第１項の規定による専決処分により条例の一部を改正する。また、同条第３項の規定に基づ

き、令和２年第４回区議会定例会に報告し、承認を求める。 
 

３ 改正内容 

（１）区長、副区長、教育長の給料月額について 

区長、教育長の給料月額を２％引き下げ、副区長の給料月額は６％引き下げる。 

 

 

 

 

 

（２）監査委員の給料月額について 

常勤監査委員の給料月額を部長職最高号給と同等とし、常勤代表監査委員については役職手

当相当分の２万円を上乗せする。 

 

 
 
 
 
 
 

４ 専決処分日 

令和２年１０月２７日 

 

５ 施行日 

令和２年１１月１日 

 現行月額(円）  改定月額（円）  引下額（円） 

区 長 1,071,500 1,050,100 21,400 

副区長 859,800 808,300 51,500 

教育長 778,800 763,300 15,500 

 現行月額(円）  改定月額（円）  引下額（円） 

常勤代表監査委員 729,700 660,200 69,500 

常勤監査委員 708,000 640,200 67,800 
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世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区長等の給料等に関する条例 ○世田谷区長等の給料等に関する条例 

昭和47年６月30日条例第19号 昭和47年６月30日条例第19号 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 職名 給料月額   職名 給料月額  

 区長 1,050,100円   区長 1,071,500円  

 副区長 808,300円   副区長 859,800円  

  

 

附 則 

この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 
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世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区監査委員の給与等に関する条例 ○世田谷区監査委員の給与等に関する条例 

平成４年３月12日条例第12号 平成４年３月12日条例第12号 

（給料及び報酬） （給料及び報酬） 

第２条 識見を有する者のうちから選任された監査委員で常勤のもの

（以下「常勤の監査委員」という。）の給料の額は、次のとおりと

する。 

第２条 識見を有する者のうちから選任された監査委員で常勤のもの

（以下「常勤の監査委員」という。）の給料の額は、次のとおりと

する。 

(１) 代表監査委員 月額 660,200円 (１) 代表監査委員 月額 729,700円 

(２) その他の監査委員 月額 640,200円 (２) その他の監査委員 月額 708,000円 

 

附 則 

この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 
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世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例 ○世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例 

昭和47年６月30日条例第22号 昭和47年６月30日条例第22号 

（給料） （給料） 

第２条 教育長の給料の額は、月額763,300円とする。 第２条 教育長の給料の額は、月額778,800円とする。 

 

附 則 

この条例は、令和２年１１月１日から施行する 

 

 

 


